
 

 

第６９０回通関協議会（本関地区） 

 

１、 日  時   平成２７年  １１月  １０日 （火） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、  議題等（敬称略） 

 

（1）横浜税関コンテナ検査センター（本牧）内大型Ｘ線検査装置の稼働再開について 

監視部 佐々木次長、監視部 伊東管理課長 

（2）ＴＰＰ協定大筋合意の概要及び経済連携協定の利用支援セミナーの案内 

業務部 佐々木 原産地調査官 

（3）輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部改正について 

業務部 清宮 首席関税鑑査官 

（4）分類例規（国内）の一部改正について 

業務部 清宮 首席関税鑑査官 

 

４、 その他・連絡事項等 

 

・関税率表解説等の一部改正に係る差替え版（追録 36 号）について 

業務部 清宮 首席関税鑑査官 

・バーゼル法等説明会の開催について 

業務部 辻 統括審査官（通関総括第４部門） 

・電磁的記録（ＭＳＸ業務）による申告関係書類の提出状況（１０月分）について 

   業務部 星野統括審査官（通関総括第１部門） 

 

 

 

次回開催予定日  平成 27 年１2 月 8 日（火） 12：00～  

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



平成 27年 11 月 9日 

横 浜 税 関 

 

関係各位 

 

横浜税関コンテナ検査センター（本牧）内 

大型Ｘ線検査装置の稼働再開について 

 

 

  平素より輸出入貨物等の税関検査に対してご理解とご協力をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

  昨年 3月より稼働を停止しておりました横浜税関コンテナ検査

センター内大型Ｘ線検査装置につきましては、本年 12月 1日（火）

09：00 より稼働を再開いたしますので、引き続き税関検査へのご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

連絡・お問い合わせ先 

横浜税関監視部 

検査総括部門  045-625－5014 



環太平洋パートナーシップ(ＴＰＰ)
協定の大筋合意について

平成２７年１０月２０日

内閣官房ＴＰＰ政府対策本部



TPP協定の意義

＜１０月５日、アトランタでのＴＰＰ閣僚会合にて大筋合意＞

○２１世紀のアジア太平洋にフェアでダイナミックな「一つの経済圏」を構築する試み。世界のＧＤＰの
約４割、人口の１割強を占める巨大な経済圏。

○ＴＰＰによりわが国のＦＴＡカバー率は２２．３％から３７．２％に拡大。

○物品関税だけではなく、サービス・投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業
など幅広い分野（前文＋３０章）で新しいルールを構築。
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TPP協定の効果

○農産品の重要５品目を中心に関税撤廃の例外を数多く確保しつつ、全体では高いレベルの自由化。

○自動車や自動車部品、家電、産業用機械、化学をはじめ、我が国の輸出を支える工業製品について、
１１カ国全体で９９．９％の品目の関税撤廃を実現。

○サービス・投資等の分野で、中小企業も含めたわが国企業の海外展開を促進するルール、約束を数
多く実現。

○原産地規則の完全累積制度の実現により、中間財等を生産する中堅・中小企業も、我が国に居なが
らにしての海外展開が可能。

＜投資＞
・投資先の国が、投資企業に対し技術移転等を要求することを禁止

＜貿易円滑化＞
・急送貨物の迅速な税関手続を確保するため、「６時間以内の引取」を明記
・関税分類等に関する事前教示制度を義務付け

＜ビジネス関係者の一時的入国＞
・多くの国で、滞在可能期間の長期化、家族の帯同許可等を実現

＜電子商取引＞
・デジタル・コンテンツへの関税賦課禁止。
・ソースコード（ソフトウエアの設計図）の移転、アクセス要求の禁止

＜知的財産＞
・模倣・偽造品等に対する厳格な規律
・地理的表示の保護を規定
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TPPは成長戦略の重要な柱
○ＴＰＰによる新たなグローバル・バリューチェーンの創出は、多様な分野における生産技術の向上、イノ
ベーションを促進し、産業間・企業間の連携が進むこと等を通じて、新しい産業を創出し、我が国経済全
体としての生産性向上につながることが期待される。

・高付加価値製品として売り込み
・日本の小売ノウハウも含め展開

・新たな市場、需要の開拓

アジアへの進出・生産が加速
◎投資・サービスの自由化

◎貿易円滑化
◎地銀を含めた金融サービスの進出

◎知的財産の保護
◎国有企業改革

◎ビジネス関係者の一時的な入国 東南アジア：
現地企業との提携に
よる衣類の製造

北米・中南米
マーケット

◎関税の撤廃・削減

◎原産地規則の「累積ルール」

A社（中小企業）：繊維メーカー
優れた技術やデザイン・企画力のある

中堅・中小企業が、東南アジアの生産拠
点と連携し、北米・中南米、さらにアジア
の新興市場への展開が可能に。

○ＴＰＰによる経済効果として、関税の削減効果にとどまらず、投資・サービスの自由化やグローバル・バ
リューチェーンの創出がもたらす生産性向上効果等を含めた総合的な分析を行い、国民にわかりやすく
提示する。

ＴＰＰ総合対策本部（本部長：内閣総理大臣）第１回会合（H27.10.9）にて「総合的な政策対応
に関する基本方針」を決定。

今後、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を策定。

中小企業によるグローバル・バリューチェーン構築を後押し（イメージ）

我が国への投資、人の往来促進
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総合的な政策対応に関する基本方針のポイント

ＴＰＰを真に我が国の経済再生、地方創生に直結するものとするため、今後、協定の署名や国会承認に
向けた調整と並行して、関連法案等も含めた総合的な政策面での対応を行っていく。以下がその基本目標。

○ＴＰＰ総合対策本部第１回会合（27年10月9日開催）にて基本方針を決定

総合的なＴＰＰ関連政策大綱策定

（１）ＴＰＰの活用促進による新たな市場開拓等

幅広い経済主体がＴＰＰを活用して新たなグローバル・バリューチェーンを構築することを促す。

（２）ＴＰＰを契機としたイノベーションの促進・産業活性化
ＴＰＰの効果を最大限発現することによる多様な分野の生産性向上、多くの地域での産業活性化等を通じて、

我が国の成長を確かなものとする。

（３）ＴＰＰの影響に関する国民の不安の払拭
ＴＰＰの影響に関する国民の「不安」を払拭し、特に農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となる

よう、強い農林水産業をつくりあげるため万全の施策を講ずる。

○経済財政諮問会議による検討
（経済財政諮問会議において、ＴＰＰを通じた経済再生に向けた検討を行う。）

○各種会議との連携
（農林水産業・地域の活力創造本部や知的財産戦略本部等、必要に応じ各種会議との連携を行う。）

○国民への正確かつ丁寧な説明と情報提供
（各省地方支分部局を通じて国民の問い合わせ等に丁寧に対応するとともに、地方公共団体、民間関係団体の協力
を得て、特に、地方での説明と情報提供を重点的に行う。）
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2010年
3月 ニュージーランド、シンガポール、チリ、ブルネイ（P4協定加盟4カ国）、

米、豪、ペルー、ベトナムの８か国で交渉開始
10月 マレーシアが交渉参加(計9カ国に）

2011年
11月 APEC首脳会議、ＴＰＰ首脳会合（於：ホノルル）

2012年
11月 メキシコ、カナダが交渉参加

2013年
2月 日米首脳会談：日米の共同声明を発出
3月 安倍総理「交渉参加」表明
7月 日本が交渉参加（於：マレーシア）
8月 ＴＰＰ閣僚会合（於：ブルネイ）

10月 ＴＰＰ首脳会合、閣僚会合（於：バリ）
12月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）

2014年
2月 日米閣僚協議（於：ワシントン）

ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）
4月 日米閣僚協議（於：ワシントン）

日米首脳会談、閣僚協議（於：東京）
5月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）
9月 日米閣僚協議（於：ワシントン）

10月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シドニー）
11月 ＴＰＰ首脳会合、閣僚会合（於：北京）

2015年
4月 日米閣僚協議（於：東京）

日米首脳会談（於：ワシントン）
7月 ＴＰＰ閣僚会合（於：ハワイ）

9月-10月 ＴＰＰ閣僚会合（於：アトランタ）、大筋合意

ＴＰＰ協定交渉の経緯

＜アトランタ閣僚会合終了後の共同記者会見＞
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ＴＰＰ協定の概要
※前文に加え、以下の30章で構成。

（１）冒頭の規定及び一般的定義

ＴＰＰ協定が締約国間のその他
の国際貿易協定と共存することが

できることを認める。また、本協定
の二以上の章において使用される

用語の定義を定める。

（２）内国民待遇及び物品の
市場アクセス

物品の貿易に関して、関税の撤
廃や削減の方法等を定めるととも

に、内国民待遇など物品の貿易を
行う上での基本的なルールを定め
る。

（３）原産地規則及び原産地手続

関税の減免の対象となる「ＴＰＰ
域内の原産品（＝ＴＰＰ域内で生

産された産品）」として認められる
ための要件や証明手続等につい
て定める。

（４）繊維及び繊維製品

繊維及び繊維製品の貿易に関
する原産地規則及び緊急措置等
について定める。

（５）税関当局及び貿易円滑化

税関手続の透明性の確保や通
関手続の簡素化等について定め
る。

（６）貿易救済

ある産品の輸入が急増し、国内
産業に被害が生じたり、そのおそ

れがある場合、国内産業保護のた
めに当該産品に対して、一時的に

とることのできる緊急措置（セーフ
ガード措置）等について定める。

（７）衛生植物検疫（ＳＰＳ）措置

食品の安全を確保したり、動物
や植物が病気にかからないように

するための措置の実施に関する
ルールについて定める。

（８）貿易の技術的障害（ＴＢＴ）

安全や環境保全等の目的から
製品の特性やその生産工程等に

ついて「規格」が定められることが
あるところ、これが貿易の不必要

な障害とならないように、ルールを
定める。

（９）投資

投資家間の無差別原則（内国民
待遇、最恵国待遇）、投資に関す

る紛争解決手続等について定め
る。

（１０）国境を超える
サービスの貿易

内国民待遇，最恵国待遇，市場
アクセス（数量制限等）に関する

ルールを定める。

（１１）金融サービス

金融分野の国境を越えるサービス
の提供について、金融サービス分

野に特有の定義やルールを定め
る。

（１２）ビジネス関係者の
一時的な入国

ビジネス関係者の一時的な入国
の許可、要件及び手続等に関する

ルール及び各締約国の約束を定
める。

（１３）電気通信

電気通信サービスの分野につい
て、通信インフラを有する主要な

サービス提供者の義務等に関す
るルールを定める。

（１４）電子商取引

電子商取引のための環境・ルー
ルを整備する上で必要となる原則
等について定める。

（１５）政府調達

中央政府や地方政府等による物
品・サービスの調達に関して、内

国民待遇の原則や入札の手続等
のルールについて定める。

（１６）競争政策

競争法の整備と締約国間・競争
当局間の協力等について定める。

（１７）国有企業及び指定独占企業

国有企業と民間企業の競争条
件の平等を確保する国有企業の
規律について定める。

（１８）知的財産

特許権，商標権，意匠権，著作
権，地理的表示等の知的財産の

十分で効果的な保護、権利行使
手続等について定める。

（１９）労働

貿易や投資の促進のために労
働基準を緩和すべきでないこと等
について定める。

（２０）環境

貿易や投資の促進のために環
境基準を緩和しないこと等を定め
る。

（２１）協力及び能力開発

協定の合意事項を履行するため
の国内体制が不十分な国に、技

術支援や人材育成を行うこと等に
ついて定める。

（２２）競争力及びビジネスの
円滑化

サプライチェーンの発展及び強
化、中小企業のサプライチェーン

への参加を支援すること等につい
て定める。

（２３）開発

開発を支援するための福祉の向
上等や、女性の能力の向上、開発

に係る共同活動等について定め
る。

（２４）中小企業

中小企業のための情報、中小企
業がＴＰＰ協定による商業上の機

会を利用することを支援する方法
を特定すること等を定める。

（２５）規制の整合性

加盟国毎に複数の分野にまたが
る規制や規則の透明性を高めるこ
と等を規定する。

（２６）透明性及び腐敗行為の防止

協定の透明性・腐敗行為の防止
のために必要な措置等に関する
ルールに関わる事項等を定める。

（２７）運用及び制度に関する規定

協定の実施・運用等に関する
ルールなど協定全体に関わる事
項等を定める。

（２８）紛争解決

協定の解釈の不一致等による締
約国間の紛争を解決する際の手
続について定める。

（２９）例外

締約国に対するＴＰＰ協定の適
用の例外が認められる場合につ
いて定める。

（３０）最終規定

ＴＰＰ協定の改正、加入、効力発
生、脱退等の手続、協定の正文等
について定める。
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第第690回_通関協議会 （平成28年1月1日施行）



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



第第690回_通関協議会 （平成28年1月1日施行）















 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



分類例規（国内）改正第690回_通関協議会 （平成28年1月1日適用）
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第690回 通関協議会 

＊ 

＊ ＊ 

 

付 表 

熱帯産木材の名称 

標 準 名 学 名 俗 称 

Abarco Cariniana pyriformis 
Miers. 

Venezuela Bacu 

アバルコ 

Abura Hallea ciliata Leroy Angola Mivuku 
アビュラ (Syn. Mitragyna ciliata 

Aubr. &  
Cameroon Elolom 

Pellegr.) Congo Vuku 
Côte d’Ivoire Bahia 
Equatorial 
Guinea 

Elelon 

Hallea rubrostipulata F. 
Leroy 

Gabon Elelom Nzam 

(Syn. Mitragyna 
rubrostipulata Harv.) 

Ghana Subaha 

Nigeria Abura 
Sierra Leone Mboi 
Uganda Nzingu 

Hallea stipulosa O. Kuntze Dem. Rep. of the 
Congo 

Mvuku 

(Syn. Mitragyna stipulosa 
O. Ktze) 

Zambia Nzingu 

France Bahia 

Acacia Acacia auriculiformis 
A.Cunn. ex Benth. 

Australia Black Wattle, 

アカシア（アカシアアウリ、アカシアマ
ンギウム） 

Brown Salwood 

Indonesia Mangge Hutan, 
Acacia mangium Willd Tongke Hutan 

Malaysia Kayu Safoda 
Papua New 
Guinea 

Arr 

Thailand Kra Thin Tepa 

UK Brown Salwood, 
Black Wattle 

USA Brown Salwood, 
Black Wattle 

※ 現行品目表では、熱帯産木材の定義は第 44 類号注２によります。平成 29 年 1 月 1 日

から当該付表が熱帯産木材の定義として有効となります。

追録 36号 印刷サンプル



 

 

バーゼル法等説明会の開催について 

 

 本年度も関係法令の趣旨をご理解いただき、適正な輸出入に努めていただくため、経済産業省

及び環境省の主催で下記のとおり「バーゼル法等説明会」を開催します。バーゼル法説明会の出

席につき、ご検討ほどよろしくお願い致します。 

 

記 

 

○主 催：経済産業省・環境省 

○内 容：① バーゼル条約、バーゼル法及び廃棄物処理法の概要説明、各国の輸出入規制情報

の提供 

② 輸出入にあたって必要な手続きについて 

③ 質疑応答 

○参加費：無料 

○日程・会場 

地区 日時 会場 申込期限 申込先 

仙台

会場 

平成 27年 12月 1日(火)

13：00～15：00 

仙台第２合同庁舎 

 ２階会議室 

（仙台市青葉区本町 3-2-23） 

申込締切 11 月 24 日（火） 
経産省ホーム

ページより 

横浜

会場 

平成 28年 1月 15 日(金)

13：00～15：00 

神奈川県民ホール 

2 階 小ホール 

（横浜市中区山下町 3-1） 

申込締切  1 月 8 日（金） 〃 

東京

会場 

平成 28年 2 月 4日(木) 

 13:30～15：30 

自動車会館 2 階大会議室 

( 東 京 都 千 代 田 区 九 段 南

4-8-13) 

申込締切  １月25日（月）
関東地方 

環境事務所 

（上記の日程等は、現時点での予定であり、変更もありえます。） 

○参加申込方法・その他 

インターネットで「バーゼル法等説明会」を検索して環境省、経済産業省、株式会社オーエム

シーの各サイトをご覧ください。 

各会場、申込締切前に定員に達した場合は、申込の受付が終了する場合がありますのでご注意

ください。 
 
参考 
 

経済産業省ホームページ：http://www.meti.go.jp/ 

環境省ホームページ：http://www.env.go.jp/recycle/yugai/basel.html 

株式会社オーエムシーホームページ：http://www.omc.co.jp/basel2015/index.html 

 

 

平成 27 年 11 月 10 日 

本関地区 通関協議会 

業務部 通関総括第４部門 

 



    
 

１．特恵税率を適用できるのは、経済連携協定（以下「協定」）等の規定に基づく相手国の原産品に限られます。

税関が、原産品であることを確認するために、課税価格の総額が 20 万円を超える貨物を輸入申告される際に

は、原産地証明書又は原産地申告（一部の協定のみ）の提出又は法令に基づく保存（提出等）が必要です。 

 

２．原産地証明書又は原産地申告については、記載事項漏れなどの不備がないことが原則となりますので、

輸入申告にあたっては、税関 HP の原産地証明書記載要領をご参照ください。 

 

３．記載事項漏れなどの不備があった場合でも、原産地証明書等の真正性や記載内容の正確性に影響を与

えないものについて、税関で軽微な誤りと判断し、原産地証明書は有効として取り扱っています。「不備のある

原産地証明書等の取扱い」は、税関における具体的な取扱いを示すものです。 

 

４．原産地証明書に記載されている項目は、大きく分けると、（１）原産地証明書の真正性に係るもの、（２）申告

貨物との同一性に係るもの、（３）貨物の原産性に係るものがあります。上記３．の考え方から、 

（１）原産地証明書の真正性に関する項目（印影、発給当局の署名等）の不備については、原産地証明

書の真正性に直結するので軽微な誤りとすることはできず、ごく些細な事項や限られた場合以外は、

原産地証明書は無効として取り扱います。 

（２）原産地証明書の申告貨物との同一性に関する項目（輸出者名、輸入者名、仕入書番号等）の不備につ

いては、取引関係書類にて輸入貨物と同一性が確認できる場合や、あるいは、輸入者が原産地証明書以外

の資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合は、原則として軽微な誤りとして、その原産地証

明書は有効として取り扱います。ただし、複数の事項に不備がある場合は、原産地証明書の正確性に影響

する場合もあることから、原産地調査官等へご相談ください。 

（３）原産地証明書の貨物の原産性に関する項目（特恵基準（累積、僅少の非原産材料を含む）、ＨＳ番号

等）の不備については、原産地証明書は原産性を証明する書類であることから軽微な誤りとすることはでき

ず、ごく些細な事項や限られた場合以外は、その原産地証明書は原則無効として取り扱います。ただし、

輸入者が原産地証明書以外の資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合は、当該不備を軽微

な誤りとみなして、その原産地証明書は有効として取り扱います。 

（４）文書による原産地に関する事前教示を取得している場合であって、申告貨物が当該事前教示を取得し

た貨物と同一であることが確認できる場合には、上記（２）及び（３）において、輸入者が原産地証明書以外

の資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合として取り扱います。 

（注１）協定上において任意とされている項目の脱落は、無効の要因とはなりません。 

（注２）文書による原産地に関する事前教示を取得している場合には、原産品であることを明らかにできる場合とみなします。 

 

５．「不備のある原産地証明書等の取扱い」で無効とされる、あるいは含まれていない不備のある原産地証明

書等であっても、特段の事情がある場合には、事前に原産地調査官等へご相談ください。 

 

６．申告前に原産地証明書の不備が判明し、原産地証明書の再取得等のために時間を要する場合で貨物の

引取りを急ぐ場合は、原産地証明書等の提出猶予の取扱いに基づき、関税法第73 条の輸入許可前引取制度

（BP）をご利用ください。 

 

７．輸入貨物が原産地基準等を満たさない場合や原産地証明書が偽造であった場合には、特恵税率の適用

が認められません。輸入申告前に協定等に定められた原産地基準と輸入貨物について、輸入者が有する情

報と矛盾していないかご確認ください。 

 

８．通関審査や事後調査等により、協定上の原産品であることに疑義がある場合には、当該協定に基づき、輸

出国発給当局を通じた輸出者への検証を行うことがあります。 

 

９．認定輸出者の自己証明（原産地申告）がインボイス上に作成され、輸入申告時のインボイスがそのコピーで

原本と内容に相違がなければ、原本の提出は必要ありません。しかしながら、原本と内容に相違がある場合な

どには原本の提出を求められる場合があります。 

＜重要＞「不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い」について 

 （ご利用になる前にお読みください。） 



平成25年10月1日現在

分野 記載項目 不備の内容

明らかな印字の誤り 有効

英語以外による記述 原則無効
固有名詞、日付等明らかな場合は有効。
（メキシコは和訳があれば有効。）

協定に規定された様式ではない原産地証明書
（例：EPA税率適用にもかかわらず一般特恵（GSP）原産地証
明書を入手した場合）

２枚目以降が規定様式ではない場合には、原産地調査官等に相談
してください。

記載事項が権限を有さない者によって、追記、削除又は書き
かえられた原産地証明書

原本でない原産地証明書の提出

有効期間が経過した原産地証明書
災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合は有
効。

印影の脱落

印影が不鮮明 必要に応じて原産地調査官等に相談してください。

発給年月日、発給番号の脱落

輸出者署名の脱落

申請日の脱落

原産国の脱落

表題部における発給国の脱落

遡及発給の文言の脱落

再発給の文言の脱落

運送手段・経路 仕出港、輸送手段、船名等の相違

輸出者名・住所のインボイスとの相違又は脱落

輸入者名・住所のインボイスとの相違又は脱落、「To
order」の記載しかない

インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
（メーカーズインボイス番号の記載を含む）

インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落

第三国インボイスに関する記載及び第三国インボイス発行者
名・住所の相違又は脱落

数量又は総重量 数量の脱落、又は貨物数量との相違

包装の個数、種
類、記号、番号

インボイス等との相違又は脱落

品名 インボイスとの相違又は脱落（※）
※　特別な規定がある品目に関する記載の相違又は脱落がある場合に
は、原産地調査官等に相談してください。

輸入申告における適用税番との相違

左記ただし書きに該当しなくても、HS2007又はHS2012に基づく記
載の場合等、有効と認められる場合があるので、必要に応じて原
産地調査官等に相談してください。

脱落
数品目中１品目の脱落の場合等、必要に応じて原産地調査官等に
相談してください。

協定の非譲許税番による記載
左記ただし書きに該当しなくても、記載品名との整合性を勘案
し、品名から譲許品目であることが明らかな場合は有効。

特恵基準等(ACU、DMI及び材料に関する記載を含む)の脱落

特恵符号等の相違

認定番号又は原産地の相違・脱落

認定輸出者以外の者により作成された申告文

原産地申告のコピーでの提出 有効
輸入申告時のインボイス（コピー）上に原産地申告文が記載され、原本
と内容に相違がない場合に限る。（原本の提出を求められる場合があり
ます。）

規定申告文との些細な相違 有効 原産地申告であることが明らかな場合に限る。

留意点

不備のある経済連携協定（EPA）原産地証明書等の取扱い
○不備のある原産地証明書が有効とされた場合においても、次回以降は、脱落等の不備のない原産地証明書を取得されるよう輸出者に連絡してください。

○原産地証明書が有効とされた場合であっても、輸入貨物が原産品でないこと又はＥＰＡ特恵税率を適用するための他の要件を満たしていないことが判明した場合に
は、通関後であってもＥＰＡ特恵税率の適用が認められません。

【ＥＰＡ原産地証明書】

全項目共通

原
産
地
証
明
書
の
真
正
性

様式

無効

発給機関の証明

輸出者の申請 輸出者が申請していることが明らかな場合は有効。

その他 有効 原産地証明書の真正性が明らかな場合に限る。

申
告
貨
物
と
の
同
一
性

有効

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、若しく
は輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場
合（文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含
む。）に限る。
但し、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談
してください。

輸出者・輸入者
の名称･住所等

インボイス番号
等

特恵基準
（シンガポール及
びスイスは記載な

し）

【原産地申告（スイス、ペルー及びメキシコ）】

真
正
性

認定輸出者にか
かる申告文

無効

貨
物
の
原
産
性

HS番号
（スイスは記載

不要）

原則無効
ただし、輸
入者が資料
に基づいて
原産品であ
ることを明
らかにでき
る場合（文
書による原
産地に関す
る事前教示
を取得して
いる場合を
含む。）は

有効.



平成27年１月15日現在

分野 記載項目 不備の内容

明らかな印字の誤り 有効

英語又は日本語以外による記述 原則無効 固有名詞、日付等明らかな場合は有効。

作成年月日 有効期間が経過した原産品申告書
災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合は
有効

輸入者・輸出者・生産者・それらの代理人以外の者の作成

押印又は署名の脱落 記載されている者が作成していることが明らかな場合は有効

輸出者の氏名・住所のインボイスとの相違又は脱落

生産者の氏名・住所のメーカーズ・インボイスとの相違又は
脱落

品名 インボイスとの相違又は脱落

数量の脱落、又は貨物数量との相違

インボイス等との相違又は脱落

インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
（メーカーズインボイス番号の記載を含む）

インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落

積送される貨物を確
認するための情報

仕出港、輸送手段、船名等の相違

その他の特記事項
第三国インボイスに関する記載及び第三国インボイス発行者
名・住所の相違又は脱落

輸入申告における適用税番との相違
左記ただし書きに該当しなくても、HS2012以外(HS2002又は
HS2007)に基づく記載の場合等、有効と認められる場合があるの
で、必要に応じ原産地調査官等に相談してください。

脱落
数品目中１品目の脱落の場合等、必要に応じて原産地調査官等
に相談してください。

協定の非譲許税番による記載
左記ただし書きに該当しなくても、記載品名との整合性を勘案
し、品名から譲許品目であることが明らかな場合は有効。

適用する原産性の基
準

特恵基準等(累積、僅少の非原産材料を含む)の脱落、相違

（注）自己申告制度を利用する場合は、原産品申告書に加えて原産品であることを明らかにする書類を提出する必要があることに留意する。また、原
産品であることを明らかにする書類に不備がある場合には、輸入貨物について原産品であることを明らかにする他の資料の提出を求める場合がある。

不備のあるオーストラリア協定原産品申告書の取扱い

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、若し
くは輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにでき
る場合（文書による原産地に関する事前教示を取得している場
合を含む。）に限る。
ただし、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に
相談してください。

包装の個数及び種
類、包装の記号及び
番号、重量及び数量

貨
物
の
原
産
性

関税分類番号

原則無効
ただし、輸
入者が資料
に基づいて
原産品であ
ることを明
らかにでき
る場合（文
書による原
産地に関す
る事前教示
を取得して
いる場合を
含む。）は

有効

全項目共通

インボイス番号及び
日付

輸出者等の氏名又は
名称及び住所

申
告
貨
物
と
の
同
一
性

有効

留意点

○不備のある原産品申告書が有効とされた場合においても、次回以降は、脱落等の不備のない原産品申告書を提出するようにしてください。

○原産品申告書が有効とされた場合であっても、輸入貨物が原産品でないこと又はＥＰＡ特恵税率を適用するための他の要件を満たしていないことが判明した場合に
は、通関後であってもＥＰＡ特恵税率の適用が認められません。

【オーストラリア協定原産品申告書】

原
産
品
申
告
書
の
真
正
性

無効

作成者又は代理人の
氏名又は名称



平成25年10月1日現在

分野 記載項目 不備の内容

明らかな印字の誤り 有効

英語、フランス語以外による記述 原則無効 固有名詞、日付等明らかな場合は有効。

規定された様式（FormA）ではない原産地証明書
２枚目以降が規定様式ではない場合には、原産地調査官等に相談し
てください。（２枚目に印影がある場合は有効。）

白地のもの、彩紋のないもの又は用紙規格が相違している
原産地証明書

特段の事情がある場合は原産地調査官等に相談してください。

記載事項が権限を有さない者によって、追記、削除又は書
きかえられた原産地証明書

原本でない原産地証明書の提出

有効期間が経過した原産地証明書
災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合は有
効。

印影の脱落

印影が不鮮明 必要に応じて原産地調査官等に相談してください。

発給年月日の脱落

発給番号の脱落 特段の事情がある場合は原産地調査官等に相談してください。

輸出者署名の脱落

原産国、作成地の脱落

申請日の脱落

発給国の脱落

輸出後10日程度の発給

運送手段・経路 仕出港、輸送手段、船名等の相違

輸出者名・住所のインボイスとの相違又は脱落

輸入者名・住所のインボイスとの相違又は脱落、「To
order」の記載しかない

インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
（メーカーズインボイス番号の記載を含む）

インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落

数量又は総重量 数量の脱落、又は貨物数量との相違

包装の個数、種
類、記号、番号

インボイス等との相違又は脱落

品名 インボイスとの相違又は脱落

輸入申告における適用税番との相違
左記ただし書きに該当しなくても、HS2002又はHS2007に基づく記載
の場合等、有効と認められる場合があるので、必要に応じて原産地
調査官等に相談してください。

脱落
数品目中１品目の脱落の場合等、必要に応じて原産地調査官等に相
談してください。

脱落 必要に応じて原産地調査官等に相談してください。

特恵符号の相違

特段の事情がある場合は原産地調査官等に相談してください。

有効
原産地証明書に当該証明番号が記載されている等、つながりが確認
できる場合に限る。

輸出者が申告していることが明らかな場合は有効。

その他 有効 原産地証明書の真正性が明らかな場合に限る。

不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱い

○不備のある原産地証明書が有効とされた場合においても、次回以降は、脱落等の不備のない原産地証明書を取得されるよう輸出者に連絡してください。

○原産地証明書が有効とされた場合であっても、輸入貨物が原産品でないこと又はＧＳＰ特恵税率を適用するための他の要件を満たしていないことが判明した場合に
は、通関後であってもＧＳＰ特恵税率の適用が認められません。

【ＧＳＰ原産地証明書】

留意点

全項目共通

原
産
地
証
明
書
の
真
正
性

様式

無効

発給機関の証明

輸出者の申請

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、若しくは
輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合
（文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含
む。）に限る。
但し、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談し
てください。

輸出者・輸入者
の名称･住所等

インボイス番号
等

【自国関与証明書／累積加工・製造証明書】

真
正
性

証明書の添付漏れ
無効

原産地証明書と異なる発給機関によって発給されたもの

発給番号の相違又は脱落

貨
物
の
原
産
性

HS番号
（特恵基準がW

の場合）

原則無効
ただし、輸
入者が資料
に基づいて
原産品であ
ることを明
らかにでき
る場合（文
書による原
産地に関す
る事前教示
を取得して
いる場合を
含む。）は

有効。

特恵基準

申
告
貨
物
と
の
同
一
性

有効



輸出 輸入

2013年10月 28% 2013年10月 25%
2013年11月 32% 2013年11月 30%
2013年12月 41% 2013年12月 34%
2014年1月 43% 2014年1月 38%
2014年2月 43% 2014年2月 38%
2014年3月 47% 2014年3月 40%
2014年4月 47% 2014年4月 42%
2014年5月 47% 2014年5月 44%
2014年6月 46% 2014年6月 44%
2014年7月 48% 2014年7月 47%
2014年8月 49% 2014年8月 48%
2014年9月 50% 2014年9月 50%
2014年10月 53% 2014年10月 53%
2014年11月 55% 2014年11月 60%
2014年12月 59% 2014年12月 62%
2015年1月 62% 2015年1月 63%
2015年2月 63% 2015年2月 63%
2015年3月 72% 2015年3月 63%
2015年4月 87% 2015年4月 69%
2015年5月 87% 2015年5月 71%
2015年6月 87% 2015年6月 71%
2015年7月 82% 2015年7月 72%
2015年8月 85% 2015年8月 73%
2015年9月 91% 2015年9月 76%
2015年10月 92% 2015年10月 76%

2015年10月の内訳 2015年10月の内訳
海上 92% 海上 76%
航空 92% 航空 70%

【参考】　2015年9月の各税関添付割合（海上）

東京 55% 東京 60%
横浜 91% 横浜 76%
神戸 89% 神戸 79%
大阪 85% 大阪 79%
名古屋 84% 名古屋 78%
門司 94% 門司 81%
長崎 94% 長崎 93%
函館 92% 函館 79%
沖縄 86% 沖縄 79%

合計 86% 合計 74%

輸出 輸入

横浜税関管内の申告添付登録（ＭＳＸ業務）利用状況

申告年月
区2,3

添付割合
申告申請年月

区2,3
添付割合

2015年11月10日

本関地区通関協議会資料

横浜税関業務部通関総括第1部門
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